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議長交際費を公表します。

令和２年１月５日 鹿島市消防出初式
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春
の
七
草
、
せ
り
・
な
ず
な
・
ご
ぎ
ょ
う
・
は

こ
べ
ら
・
ほ
と
け
の
ざ
・
す
ず
な
・
す
ず
し
ろ
。

す
ず
な
・
す
ず
し
ろ
は
畑
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
犬
の
散
歩
の
途
中
近
所
の
土
手
で
、
他
の

５
つ
を
携
帯
の
画
像
を
頼
り
に
探
し
て
み
ま
し

た
。
　

人
日
の
節
句
（
１
月
７
日
）
に
七
草
粥
を
食

べ
る
と
い
う
習
慣
に
は
、
正
月
の
祝
膳
や
祝
酒

で
弱
っ
た
胃
を
休
め
る
た
め
と
い
う
、
医
食
同

源
的
な
考
え
と
、
そ
の
一
年
の
豊
作
と
無
病
息

災
を
祈
願
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま

す
。
四
季
折
々
の
節
目
に
あ
る
節
句
は
日
本
が

世
界
に
誇
る
べ
き
文
化
の
一
つ
で
す
。

　

令
和
二
年
度
は
第
六
次
総
合
計
画
の
最
終
年

度
。
節
目
の
年
と
な
り
、
第
七
次
総
合
計
画
を

ど
の
様
に
策
定
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
市
民
会
館
の
建
設
や
鹿
島
駅
周
辺

を
ど
の
様
に
整
備
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
他

諸
々
、
議
会
で
は
皆
様
の
意
見
を
し
っ
か
り
と

市
政
に
反
映
さ
せ
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

１０月１０日　静岡県熱海市議会 １名
１０月１７日　茨城県鉾田市議会 ２０名
１１月　１日　広島県竹原市議会 ８名
１１月１３日　沖縄県名護市議会 ６名

【編集委員】
委員長
　勝屋　弘貞
副委員長
　徳村　博紀
委　員
　中村日出代
　樋口　作二
顧　問
　松田　義太

令
和
元
年
11
月
に
発
行
し
た
議
会
だ
よ

り
第
98
号
９
頁
の
、中
村
和
典
議
員
の

一
般
質
問
の
表
題「
鹿
島
市
農
業
の
振

興
に
つ
い
て
」は
、正
し
く
は「
鹿
島
市

に
と
っ
て
懸
案
事
項
で
あ
る
三
大
道
路

網
の
整
備
に
つ
い
て
」で
し
た
。お
詫
び

し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

訂正 じ
ん
じ
つ

10月

11月

12月
15日 佐賀県市議会正副議長会
16日 総務建設環境委員協議会
 議会だより編集委員会
18日 ＩＣＴ推進プロジェクト行政視察
23日～25日　文教厚生産業委員会行政視察
24日 九州市議会議長会 理事会
25日 道路期成会３団体の要望活動（佐賀県）
30日 議会報告会プロジェクト会議
　　　 公共交通対策特別委員協議会
　　　 議会運営委員会
31日 佐賀県西部広域環境組合議会10月定例会
　　　 議会だより編集委員会
　　　 国道498号の道路要望活動（佐賀県）
　　 道路期成会３団体の要望活動（長崎県）

  ５日～７日
 総務建設環境委員会行政視察
  ５日 道路期成会３団体の要望活動（九州整備局）
  ６日 全国市議会議長会 評議員会
  ７日 道路期成会３団体の要望活動（国土交通省ほか）
  ８日 議会だより編集委員会
11日 議会運営委員会
12日 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会
 　　　　　　地区会議・事前勉強会
13日～15日
 まちづくり対策特別委員会行政視察
14日 厚生年金への地方議会議員の加入を求める全国大会
 地方議会活性化シンポジウム
19日 全員協議会
 総務建設環境委員協議会
 文教厚生産業委員協議会
 杵藤地区広域市町村圏組合議会11月臨時会
20日 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会11月定例会
22日 議会報告会プロジェクト会議
 公共交通対策特別委員協議会
27日 議会運営委員会
29日 総務建設環境委員協議会
 12月定例会　開会　議案の上程（～12月20日）
 全員協議会
 まちづくり対策特別委員協議会

  ５日～６日
 12月定例会　議案審議　質疑、討論、採決
  ５日　 公共交通対策特別委員協議会
  ６日　 議会運営委員会
10日 総務建設環境委員会
12日～13日
 12月定例会　一般質問
13日 全員協議会
16日 12月定例会　一般質問
17日 議会報告会開催の記者会見
18日 文教厚生産業委員協議会
19日 公共交通対策特別委員協議会
20日 全員協議会
 12月定例会　委員会報告
 質疑、討論、採決　閉会
　 全員協議会
　 国道498号の要望書提出（佐賀県庁）
27日 議会だより編集委員会
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【12月定例会】

次のことを審議し決定しました

○･･･賛成　×･･･反対　退･･･退席　欠･･･欠席　※･･･（監査委員のため審議に参加できない）

自
　
令
和
元
年
11
月
29
日

至
　
令
和
元
年
12
月
20
日

２
、日
程

1
、会
期

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］

松
田
　
義
太

松
尾
　
征
子

福
井
　
　
正

徳
村
　
博
紀

松
尾
　
勝
利

伊
東
　
　
茂

勝
屋
　
弘
貞

稲
富
　
雅
和

中
村
　
一
尭

中
村
　
和
典

樋
口
　
作
二

杉
原
　
元
博

髙
松
　
昭
三

池
田
　
廣
志

中
村
日
出
代

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

賛成多数

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

全員賛成

賛成多数

全員賛成

全員賛成

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

同意

可決

採　決　結　果

【
11
月
】

29
日・開
会 

　
　
・会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

　
　
・
会
期
の
決
定

　
　
・
議
案
の一括
上
程

　
　
（
市
長
の
提
案
理
由
説
明
）  

30
日・休
会

【
12
月
】

１
日・休
会

２
日・休
会 （
議
案
研
究
） 

　
　
（
一般
質
問
発
言
内
容
通

　
　
　
告
締
切
）

３
日・休
会 （
議
案
研
究
）

４
日・ 休
会 （
議
案
研
究
）

５
日・委
員
会
付
託

　
　

議
案
審
議

　
　

質
疑
、討
論
、採
決

6
日・ 議
案
審
議

　
　

質
疑
、討
論
、採
決

7
日・休
会

8
日・休
会

9
日・休
会 （
議
案
整
理
）

10
日・常
任
委
員
会

　
　
（
議
案
審
査　

総
務
建
設

　
　
　
環
境
委
員
会
）

11
日・休
会（
議
案
整
理
）

12
日・一般
質
問（
４
名
）

13
日・一般
質
問（
３
名
）

【
11
月
】

29
日・開
会 

　
　
・会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

　
　
・
会
期
の
決
定

　
　
・
議
案
の一括
上
程

　
　
（
市
長
の
提
案
理
由
説
明
）  

30
日・休
会

【
12
月
】

１
日・休
会

２
日・休
会 （
議
案
研
究
） 

　
　
（
一般
質
問
発
言
内
容
通

　
　
　
告
締
切
）

３
日・休
会 （
議
案
研
究
）

４
日・ 休
会 （
議
案
研
究
）

５
日・委
員
会
付
託

　
　

議
案
審
議

　
　

質
疑
、討
論
、採
決

6
日・ 議
案
審
議

　
　

質
疑
、討
論
、採
決

7
日・休
会

8
日・休
会

9
日・休
会 （
議
案
整
理
）

10
日・常
任
委
員
会

　
　
（
議
案
審
査　

総
務
建
設

　
　
　
環
境
委
員
会
）

11
日・休
会（
議
案
整
理
）

12
日・一般
質
問（
４
名
）

13
日・一般
質
問（
３
名
）

14
日・休
会

15
日・休
会

16
日・一般
質
問（
３
名
）

17
日・休
会 （
議
案
整
理
）

18
日・休
会 （
議
案
整
理
）

19
日・休
会 （
議
案
整
理
）

20
日・ 委
員
会
報
告

　
　
・ 議
案
審
議

　
　
・ 質
疑
、討
論
、採
決

　
　
・閉
会  

 

 

 

 

 

議案第 73号 　鹿島市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について

議案第 74号 　鹿島都市計画特別用途地区内の建築物の制限に関する条例の制定について

議案第 75号
 　鹿島市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の

  　整備に関する条例の制定について

議案第 76号 　鹿島市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 77号 　市長及び副市長の諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 78号 　教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 79号 　鹿島市議会議員の議員報酬並びに費用弁償等支給条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 80号 　鹿島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 81号 　鹿島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 82号 　令和元年度鹿島市一般会計補正予算（第５号）について

議案第 83号 　令和元年度鹿島市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

議案第 84号 　令和元年度鹿島市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

議案第 85号 　令和元年度鹿島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

議案第 86号 　令和元年度鹿島市給与管理特別会計補正予算（第１号）について

議案第 87号 　鹿島市休日こどもクリニックの指定管理者の指定について

議案第 88号 　鹿島市教育委員会教育長の任命について

意見書第 2号 　有明海沿岸道路の整備促進を求める意見書（案）

令
和
元
年  
鹿
島
市
議
会

　
　

12
月
定
例
会 

会
期
日
程



議
案
審
議

議
案
審
議

４5

議
案
審
議
・
討
論

　
中
村
　
一
尭 

議
員

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援

員
等
の
手
当
増
に
つ
い
て
」

質
問
　
新
年
度
か
ら
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
な
ど
へ

期
末
手
当
が
新
た
に
創
設
さ

れ
、
計
算
す
る
と
一
人
あ
た

り
約
10
万
円
ア
ッ
プ
と
な
る
。

働
き
方
に
よ
っ
て
も
ボ
ー
ナ

ス
は
違
っ
て
く
る
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い

る
か
。

　
ま
た
、
今
後
は
会
計
年
度

職
員
と
同
じ
よ
う
に
働
か
れ

て
い
る
エ
イ
ブ
ル
や
公
民
館

な
ど
の
指
定
管
理
の
職
員
へ

も
期
末
手
当
や
通
勤
手
当
な

ど
を
検
討
す
る
べ
き
時
期
に

き
て
い
る
。
庁
内
で
も
検
討

し
て
い
く
べ
き
だ
。

答
弁
　
働
か
れ
る
時
間
に
よ

っ
て
も
違
う
が
数
万
円
か
ら

数
十
万
円
の
期
末
手
当
を
想

定
し
て
い
る
。
指
定
管
理
の

期
末
手
当
に
つ
い
て
は
今
後

の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
稲
富
　
雅
和 

議
員

「
被
災
し
た
農
作
物
へ
の
支

援
に
つ
い
て
」

質
問
　
農
林
水
産
物
支
援
対

策
事
業
補
助
金
は
農
業
被
害

に
応
じ
て
県
の
要
綱
に
そ
っ

て
補
助
金
を
出
す
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
今
回
、
水
稲
、

大
豆
に
約
１
，
４
０
０
万
円
、

果
樹
約
９
０
０
万
円
、
野
菜

約
４
０
０
万
円
の
予
算
だ
が
、

基
準
は
。

答
弁
　
国
の
「
強
い
農
業
担

い
手
づ
く
り
総
合
支
援
交
付

金
」
と
し
て
措
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
乗
ら
な
い
被
害

を
県
で
措
置
し
て
い
る
。

　
営
農
再
開
等
支
援
対
策
に

つ
い
て
は
、
被
災
し
た
作
物

の
次
期
作
の
栽
培
開
始
に
必

要
と
な
る
生
産
資
材
に
要
す

る
経
費
。
営
農
再
開
に
要
す

る
経
費
。
早
急
に
現
地
で
対

応
、
証
拠
と
な
る
写
真
の
整

備
を
し
た
。
申
請
し
て
認
め

ら
れ
れ
ば
採
択
さ
れ
る
。

　
　
　
杉
原
　
元
博 

議
員

「
危
険
木
、
倒
木
の
除
去
に

つ
い
て
」

質
問
一
　
道
路
維
持
費
で
、

危
険
木
の
伐
採
委
託
料
が
35

万
円
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

台
風
17
号
の
影
響
に
よ
る
も

の
か
。

答
弁
　
台
風
17
号
に
よ
る
倒

木
で
、
20
m
超
の
巨
木
が
倒

れ
た
一
部
の
枝
が
ま
だ
上
の

方
に
残
っ
て
い
る
。
下
に
市

道
が
走
っ
て
い
て
、
除
去
し

な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
処

理
に
か
か
る
費
用
で
あ
る
。

質
問
二
　
倒
木
に
よ
る
被
害

が
今
後
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、

し
っ
か
り
し
た
対
策
が
必
要

で
は
。

答
弁
　
被
り
木
、
大
木
は
基

本
的
に
は
所
有
者
が
管
理
し
、

切
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
。

　
今
回
は
所
有
者
不
明
と
い

う
こ
と
で
、
道
路
通
行
に
危

険
が
及
ば
な
い
よ
う
切
る
と

い
う
も
の
。

議
案
第
82
号

令
和
元
年
度
鹿
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
鹿
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
鹿
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て

議
案
第
82
号

議
案
第
82
号

　
　
　
樋
口
　
作
二 

議
員

「
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に

つ
い
て
」

質
問
　
本
年
度
か
ら
高
校
生

の
入
院
費
助
成
が
始
ま
っ
た

が
、
助
成
件
数
は
何
件
か
。

答
弁
　
13
件
に
対
し
て
助
成

を
行
っ
た
。

質
問
　
鹿
島
市
は
段
階
的
に

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
を
引

き
上
げ
て
い
る
が
、
高
校
生

の
通
院
費
助
成
に
つ
い
て
は

検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

答
弁
　
高
校
生
に
つ
い
て
は
、

本
年
度
よ
り
入
院
費
助
成
が

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
の

で
、
通
院
費
に
つ
い
て
は
ま

だ
検
討
の
段
階
で
は
な
い
。

意
見
　
市
民
か
ら
の
要
望
も

強
い
の
で
、
早
く
実
現
す
る

よ
う
検
討
し
て
ほ
し
い
。

議
案
第
87
号

鹿
島
市
休
日
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
　
　
勝
屋
　
弘
貞 

議
員

「
人
事
体
制
に
つ
い
て
」

質
問
　
26
年
か
ら
の
診
療
状

況
が
、
一
日
の
平
均
が
約
27

人
。
一
日
９
時
〜
17
時
の
診

療
時
間
な
の
で
１
時
間
当
た

り
３
〜
４
人
。
現
在
の
医
師

１
人
・
看
護
師
３
人
の
体
制

は
妥
当
と
言
え
る
の
か
。

 

子
ど
も
は
夜
間
に
体
調
を

崩
す
こ
と
が
多
く
、
ど
う
し

て
も
朝
一
番
に
集
中
す
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
患
者
を
待

た
せ
る
事
に
繋
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。   

●
待
遇
改
善
に
は
逆
行

　

市
町
の
事
務
職
員
、
交
通

指
導
員
は
じ
め
臨
時
職
員
の

待
遇
改
善
を
目
指
す
地
方
自

治
法
、
地
方
公
務
員
法
改
正

に
伴
う
条
例
改
正
。
中
身
は

期
末
手
当
（
ボ
ー
ナ
ス
）
を

支
給
す
る
と
い
う
の
が
主
な

目
的
。
ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
は

待
遇
改
善
と
し
て
賛
成
。

　

し
か
し
、
そ
の
た
め
に

月
々
の
給
与
を
引
き
下
げ
る

と
い
う
こ
と
。
月
々
の
決
ま

っ
た
給
与
で
生
活
し
て
い
る

家
庭
に
と
っ
て
は
許
せ
な

い
。
国
が
決
め
た
こ
と
。
ボ

ー
ナ
ス
分
だ
け
は
国
が
補
塡

す
べ
き
。

　

条
例
案
は
、
ボ
ー
ナ
ス
支

給
で
待
遇
改
善
と
い
う
が

月
々
の
給
与
を
引
き
下
げ
る

の
で
は
待
遇
改
善
と
は
い
え

な
い
。

　

今
回
の
条
例
案
に
は
反
対

す
る
。

●
鹿
島
市
会
計
年
度
任
用
職

　
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条

　
例
に
つ
い
て

　

こ
の
条
例
に
賛
成
す
る
。

そ
の
理
由
の
一
点
目
は
、
国

の
法
律
改
正
に
よ
り
必
要
と

な
っ
た
条
例
の
制
定
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

二
点
目
は
、
非
常
勤
嘱
託

員
や
日
々
雇
用
職
員
等
区
別

が
分
か
り
に
く
か
っ
た
非
正

規
の
職
員
が
、
会
計
年
度
任

用
職
員
と
名
称
が
統
一
さ
れ

る
と
共
に
、
勤
務
条
件
が
確

保
さ
れ
、
よ
り
質
の
高
い
業

務
遂
行
に
つ
な
が
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三
点
目
は
月
々
の
報
酬
が

減
っ
て
も
、
新
し
く
通
勤
や

出
張
時
の
費
用
弁
償
、
期
末

手
当
等
が
支
給
さ
れ
、
年
収

が
確
実
に
向
上
す
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
条
例
の
制
定
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
市
民
の
負

託
に
応
え
る
組
織
と
な
る
と

確
信
し
、
賛
成
す
る
。

答
弁 

運
営
委
員
会
で
十
分

協
議
を
し
て
い
る
。
集
中
し

た
場
合
に
は
、
救
急
車
の
利

用
や
嬉
野
医
療
セ
ン
タ
ー
へ

の
搬
送
な
ど
で
対
応
し
て
い

る
。

 

医
療
体
制
を
整
え
る
こ
と

に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

人
材
確
保
が
厳
し
く
、
体
制

充
実
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
か
と
思
う
。

鹿
島
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
73
号

反
対
討
論

議
案
第
73
号

議
案
第
73
号

賛
成
討
論

※会計年度任用職員制度の導入による臨時・非常勤職員の報酬の変更図

各自治体でまちまち
【現行制度】 【新制度】

地方自治法に明示あり

樋
口
　
作
二 

議
員

非常勤嘱託職員

松
尾
　
征
子 

議
員

例）相談員、指導員などの　
　職種
◇報酬（月額等）…
　働いた月に支給
→期末手当(ボーナス相当)
　を加味した額
◇割り増し報酬
◇費用弁済
　（仕事のための旅費相当）

日々雇用職員

例）事務補助員、放課後児童
　クラブ支援員などの職種
◇賃金（日額・時間額）…
　翌月に支給
◇割り増し賃金
　（有資格者など）
◇費用弁済
　（仕事のための旅費相当）

会計年度任用職員(パートタイム)　

○報酬（月額・日額・時間額）
　月額…働いた月に支給
　日額・時間額…翌月に支給
○超過勤務手当等（残業代）
　相当の報酬
○費用弁済
　（通勤・仕事のための旅費）
○期末手当(ボーナス相当)

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］



一
般
質
問

６７

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

鹿
島
市
の
防
災（
水
害
）対
策
に
つ
い
て

財
政
力
に
関
係
な
く
高
齢
者
が
過
ご
せ
る
場
所
を

福
井
　
正
　
議
員

　
令
和
元
年
８
月
末
の
線
状

降
水
帯
に
よ
る
豪
雨
で
、
佐

賀
県
内
各
地
が
洪
水
被
害
に

あ
っ
た
。
関
東
・
東
北
は
台

風
に
よ
り
風
水
害
が
あ
っ
た
。

鹿
島
市
は
、
水
害
対
策
や
降

水
帯
の
中
か
ら
外
れ
た
た
め
、

被
害
は
少
な
か
っ
た
。
被
災

地
で
は
、
家
屋
損
壊
、
浸
水

被
害
で
多
数
の
方
が
避
難
生

活
を
さ
れ
た
。

　

災
害
を
防
ぐ
対
策
と
避
難

の
在
り
方
、
被
災
後
の
支
援

に
つ
い
て
質
問
し
た
。

質
問
一　

鹿
島
市
の
河
川
・

た
め
池
の
水
害
対
策
と
内
水

氾
濫
対
策
は
。

答
弁　

鹿
島
市
の
河
川
は
、

50
年
に
一
度
の
水
害
に
備
え

た
河
川
整
備
計
画
で
整
備
し

て
い
る
。
中
川
・
鹿
島
川
は

昭
和
51
年
の
水
害
に
耐
え
ら

れ
る
。
塩
田
川
・
鹿
島
川
で

堤
防
補
強
を
し
て
い
る
。
浜

川
は
整
備
中
で
あ
る
。
た
め

池
は
、
主
に
地
震
対
策
と
し

て
４
ヶ
所
整
備
予
定
。
今
後

21
ヶ
所
の
調
査
を
行
う
予
定
。

令
和
２
年
度
に
新
た
な
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
。

　

内
水
氾
濫
は
ポ
ン
プ
場
が

排
水
で
き
ず
発
生
す
る
。
早

め
の
避
難
が
必
要
。
氾
濫
の

危
険
性
が
あ
る
地
区
で
意
見

交
換
会
を
行
う
。

質
問
二　

水
害
予
測
時
の
避

難
勧
告
、
避
難
指
示
の
判
断

は
。
避
難
所
の
収
容
人
員
と

避
難
所
数
は
。
避
難
訓
練
の

実
施
は
。

答
弁　

避
難
判
断
は
、
気
象

情
報
や
国
・
県
の
情
報
を
基

に
市
長
が
行
う
。
避
難
所
33

ヶ
所
に
１
万
９
７
０
人
収
容
。

避
難
訓
練
は
各
区
長
や
自
主

防
災
組
織
で
訓
練
す
る
予
定
。

質
問
三　

避
難
所
で
の
生
活

時
の
食
料
や
生
活
用
品
の
備

蓄
は
。
乳
幼
児
が
お
ら
れ
る

方
や
女
性
の
避
難
所
対
策
は
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
や
ベ
ッ

ド
対
応
は
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
多
数
来
ら
れ
る
が
、
そ
の

対
応
は
。

答
弁　

人
口
の
５
％
分
を
備

蓄
し
て
い
る
。
女
性
や
乳
幼

児
は
母
子
や
女
性
避
難
所
が

必
要
と
考
え
て
い
る
。
備
蓄

は
他
市
町
、
食
品
飲
料
水
製

造
メ
ー
カ
ー
等
と
災
害
時
援

助
協
定
を
結
ん
で
い
る
。

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た

め
間
仕
切
り
用
段
ボ
ー
ル
や

ベ
ッ
ド
提
供
の
協
定
を
メ
ー

カ
ー
５
社
と
結
ん
で
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
社
協
が
主

に
行
う
。

松
尾
　
征
子
　
議
員

質
問
一　

高
齢
者
や
障
害
者

が
安
心
し
て
利
用
出
来
る
施

設
と
し
て
吹
上
荘
を
市
直
営

の
福
祉
施
設
と
し
て
開
放
を
。

吹
上
荘
は
介
護
等
に
必
要
な

備
品
等
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い

る
。

　

今
完
治
し
な
い
重
病
者
が

だ
れ
も
居
な
い
自
宅
に
帰
さ

れ
た
り
、
一
人
ぐ
ら
し
の
高

齢
者
が
財
政
的
問
題
で
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
に
も
充
分
行
く
事

の
出
来
な
い
人
も
あ
る
。

　

健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
を
払
っ
て
も
利
用
料
が
な

く
利
用
出
来
な
い
ケ
ー
ス
も

あ
る
。

　

毎
日
不
安
な
生
活
を
送
る

高
齢
者
や
障
害
者
が
増
え
る

ば
か
り
だ
。

　

全
国
初
の
市
直
営
の
福
祉

施
設
の
実
現
で
退
院
後
の
ケ

ア
は
も
ち
ろ
ん
、
経
済
的
に

困
難
な
高
齢
者
、
障
害
者
が

安
心
し
て
集
え
る
場
所
を
作

っ
て
も
ら
い
た
い
。

答
弁　

現
在
、
市
が
か
か
わ

る
介
護
施
設
は
西
部
で
一
本

柿
荘
、
東
部
で
干
潟
が
丘
。

施
設
に
指
定
管
理
者
と
し
て

委
託
し
て
い
る
。

　

施
設
整
備
を
行
い
、
介
護

認
定
を
受
け
ら
れ
な
い
人
も

利
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

市
内
で
民
間
が
運
営
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
民

間
が
望
ま
し
い
。
鹿
島
市
で

や
る
事
は
考
え
て
い
な
い
。

　

在
宅
で
健
康
に
送
っ
て
も

ら
う
対
応
を
進
め
た
い
。

質
問
二　

市
が
委
託
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
、
施
設
に
入

所
出
来
な
い
人
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
に
通
え
な
い
人
、
風
呂

に
入
れ
な
い
人
等
が
あ
る
。

　

高
齢
者
や
障
害
者
等
だ
れ

も
が
金
に
関
係
な
く
老
後
や

日
々
の
生
活
を
安
心
し
て
送

ら
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
現
実
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
。
こ
れ
こ
そ
自
治

体
の
仕
事
。

答
弁　

市
に
は
い
ろ
い
ろ
な

施
設
が
あ
る
。
ど
れ
が
い
い

の
か
、
在
宅
が
い
い
の
か
、

支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て

も
ら
い
た
い
。

質
問
三　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

助
成
制
度
が
な
く
な
り
耐
震

化
の
た
め
に
取
り
組
ま
れ
て

い
る
。
推
進
の
努
力
は
さ
れ

て
い
る
が
利
用
者
は
ま
っ
た

く
な
い
状
況
。

　

市
民
の
要
望
も
多
く
、
大

き
な
経
済
効
果
も
生
み
出
し

た
事
業
。
続
け
る
べ
き
だ
。

答
弁　

経
済
対
策
の
一
環
と

し
て
取
り
組
ん
で
、
一
定
の

成
果
は
あ
っ
た
。
現
在
は
再

開
の
予
定
は
な
い
。

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」へ
ど
う
向
き
合
う
か

杉
原
　
元
博
　
議
員

質
問
一　

地
域
共
生
社
会
づ

く
り
を
、
行
政
と
し
て
今
後

ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

答
弁　

地
域
の
力
も
活
用
し
、

行
政
や
専
門
機
関
・
団
体
が

連
携
し
、
高
齢
者
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
く
「
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を
目

指
す
。

質
問
二　

高
齢
者
の
見
守
り

に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答
弁　

現
在
、
民
生
委
員
さ

ん
を
中
心
に
74
ヵ
所
の
通
い

の
場
が
あ
る
。
今
後
、
民
生

委
員
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
行
政

な
ど
が
う
ま
く
連
携
す
る
こ

と
で
、
見
守
り
、
支
え
合
い

に
繋
が
っ
て
い
け
ば
と
考
え

て
い
る
。

質
問
三　

七
浦
地
区
を
対
象

と
し
た
「
買
い
物
応
援
バ

ス
」
の
反
響
と
今
後
の
支
援

に
つ
い
て
。

答
弁　

利
用
登
録
者
数
は
26

名
で
、
こ
れ
ま
で
４
回
運
行
。

助
か
っ
て
い
る
、
ま
た
参
加

し
た
い
等
の
意
見
が
多
い
。

　

あ
る
程
度
開
催
し
、
社
協

と
協
議
し
な
が
ら
次
の
ス
テ

ッ
プ
に
進
ん
で
い
き
た
い
。

質
問
一　

健
康
寿
命
を
延
ば

す
た
め
の
取
組
み
は
。

答
弁　

様
々
な
健
診
や
予
防

接
種
、
保
健
指
導
等
を
行
っ

て
い
る
。

　

ま
た
運
動
機
能
向
上
教
室

を
は
じ
め
、
ロ
コ
モ
予
防
教

室
や
水
中
運
動
教
室
等
を
行

い
、
各
区
公
民
館
で
は
出
前

講
座
と
し
て
音
楽
サ
ロ
ン
や

健
康
教
室
、
栄
養
教
室
等
を

行
っ
て
い
る
。

質
問
二　

75
歳
以
上
の
フ
レ

イ
ル
健
診
に
つ
い
て
。

答
弁　

来
年
度
か
ら
フ
レ
イ

ル
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め

の
質
問
項
目
が
追
加
さ
れ
実

施
さ
れ
る
。

質
問
一　

リ
カ
レ
ン
ト
教
育

を
進
め
る
た
め
の
行
政
の
取

り
組
み
・
支
援
に
つ
い
て
。

答
弁　

エ
イ
ブ
ル
講
座
が
あ

り
、
市
民
生
活
か
ら
教
養
芸

術
ま
で
、
毎
年
50
講
座
が
開

設
さ
れ
好
評
。

　

社
会
人
の
学
び
直
し
の
場

と
し
て
も
最
大
限
に
活
用
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
工
夫
を

重
ね
て
い
く
。

質
問
二　

高
齢
者
の
働
き
方
、

学
び
直
し
と
再
就
職
に
つ
い

て
の
行
政
の
考
え
は
。

答
弁　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
は
、
就
労
に
重
き
を
置

く
よ
り
、
働
く
こ
と
を
通
じ

て
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健

康
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
も

の
。

　

全
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

『
生
涯
現
役
支
援
窓
口
』
を
設

置
。

緊
急
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
の
必
要
性
に
つ
い
て

樋
口
　
作
二
　
議
員

質
問
一　

本
年
度
の
異
常
気

象
が
鹿
島
市
の
一
次
産
業
に

ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
。

答
弁　

佐
賀
県
は
米
作
の
作

況
指
数
が
58
と
い
う
全
国
最

低
に
な
っ
た
が
、
鹿
島
市
で

も
日
照
不
足
や
ウ
ン
カ
の
被

害
、
塩
害
な
ど
の
影
響
で
収

穫
が
低
下
し
て
い
る
。

　

ま
た
海
苔
の
生
産
も
海
水

温
が
高
く
、
収
穫
時
期
が
遅

れ
る
等
の
影
響
が
あ
っ
た
。

質
問
二　

地
球
温
暖
化
に
対

す
る
日
本
学
術
会
議
の
緊
急

提
言
や
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン

ベ
リ
の
発
言
を
ど
う
受
け
止

め
て
い
る
か
。

答
弁　

研
究
者
や
若
い
世
代

の
危
機
感
の
広
が
り
を
感
じ
、

鹿
島
市
で
も
早
急
に
温
暖
化

対
策
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

　

本
市
で
も
２
０
１
５
年
に

国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ

た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組
ん
で

い
る
が
、
な
お
一
層
市
民
や

企
業
等
へ
の
周
知
と
賛
同
の

輪
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

質
問
三　

鹿
島
市
の
取
り
組

み
は
進
ん
で
い
る
の
か
。

答
弁　

鹿
島
市
は
地
球
温
暖

化
対
策
実
行
計
画
を
策
定
し
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標

を
定
め
て
様
々
な
事
業
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

　

特
に
ご
み
の
分
別
は
徹
底

し
て
お
り
、
環
境
意
識
は
高

い
街
と
い
え
る
。

　

市
の
政
策
の
計
画
段
階
で

も
環
境
を
意
識
し
た
協
議
を

行
う
の
で
職
員
の
意
識
も
十

分
で
あ
る
。

質
問
一　

市
道
沿
い
の
支
障

木
伐
採
責
任
は
誰
か
。

答
弁　

土
地
所
有
者
に
伐
採

責
任
は
あ
り
、
自
動
車
が
通

れ
な
い
等
の
危
険
な
状
態
に

な
ら
な
い
限
り
、
鹿
島
市
で

は
対
応
し
な
い
。

質
問
二　

急
傾
斜
地
対
策
工

事
内
の
伐
採
は
誰
が
行
う
の

か
。

答
弁　

民
地
で
あ
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
だ
が
、
県
有
地
で

あ
る
場
合
も
あ
り
、
個
別
に

対
応
す
る
。

質
問
三　
Ｊ
Ｒ
用
地
内
の
荒

れ
地
の
管
理
は
誰
が
行
う
の

か
。

答
弁　

当
然
Ｊ
Ｒ
九
州
に
管

理
責
任
が
あ
る
。

　

令
和
４
年
度
以
降
は
佐
賀

県
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
佐
賀
県
が

責
任
を
負
う
。

「
地
域
共
生
社
会
づ
く
り
」に
つ
い
て

「
健
康
寿
命
の
延
伸
」に
つ
い
て

「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
」に
つ
い
て

中
山
間
地
の
防
災
と
景
観
維
持
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一
般
質
問

８９

一
般
質
問

鹿
島
市
の
災
害
対
策
に
つ
い
て

鹿
島
市
の
地
域
課
題
と
対
策
に
つ
い
て

大
規
模
災
害
の
発
生
に
備
え
、鹿
島
市
の
防
災
体
制
の
構
築
に
つ
い
て

会計検査院から「不当」と指摘を受けた東部中学校の工事

鹿島市消防団出初式

松
尾
　
勝
利 

議
員

質
問
一　

近
年
、
大
規
模
災

害
が
頻
発
し
て
お
り
、
国
や

県
の
防
災
計
画
の
見
直
し
が

行
わ
れ
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
鹿
島
市
の
地

域
防
災
計
画
も
見
直
し
が
行

わ
れ
た
が
、
ど
う
変
わ
っ
た

の
か
。

答
弁　

今
回
の
改
正
は
、
大

規
模
災
害
時
に
警
察
、
消
防
、

自
衛
隊
な
ど
の
支
援
を
受
け

る
際
の
活
動
拠
点
の
明
示
、

仮
設
住
宅
の
建
設
、
災
害
廃

棄
物
の
一
時
集
積
所
の
記
載
、

浸
水
想
定
区
域
の
見
直
し
に

伴
う
避
難
所
の
指
定
の
見
直

し
な
ど
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
関
連
し
て
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
の
改
正
も
行
い
、

来
年
春
に
は
各
家
庭
に
配
付

す
る
予
定
で
あ
る
。

質
問
二　

計
画
の
中
に
防
災

訓
練
の
必
要
性
に
つ
い
て
明

記
し
て
あ
る
。

　

地
区
ご
と
に
行
っ
て
い
る

所
と
行
わ
れ
て
い
な
い
所
が

あ
る
。
災
害
が
起
き
た
と
き

に
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め

る
た
め
に
は
前
向
き
に
取
り

組
む
べ
き
と
思
う
。

　

市
と
し
て
の
呼
び
か
け
は
。

答
弁　

地
区
に
よ
っ
て
、
想

定
す
る
被
害
や
避
難
の
仕
方

が
違
う
と
思
う
。

　

お
互
い
が
助
け
合
う
共
助

の
力
は
大
切
で
あ
り
、
そ
れ

を
見
据
え
て
避
難
訓
練
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

地
区
、
防
災
組
織
で
課
題

は
あ
る
が
ク
リ
ア
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

地
域
の
防
災
力
を
高
め
る

こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
要
請

に
応
じ
て
説
明
会
や
防
災
訓

練
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

質
問
三　

災
害
時
の
避
難
所

運
営
や
救
助
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
は
女
性
の
視
点
で
の

意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

必
要
と
思
う
。

　

対
策
会
議
に
女
性
の
参
画

を
進
め
る
べ
き
で
は
。

答
弁　

確
か
に
関
係
す
る
各

種
団
体
の
代
表
者
が
メ
ン
バ

ー
に
な
っ
て
お
り
、
男
性
中

心
の
組
織
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
は
公
共
的
な
機
関
に

そ
の
よ
う
な
団
体
が
あ
る
の

で
、
女
性
に
委
員
と
し
て
参

画
し
て
も
ら
い
、
意
見
を
反

映
さ
せ
た
い
。

補
助
金
等
の
適
正
化
法
に
よ
る
東
部
中
学
校
改
築
事
業
の

補
助
金
５
、５
６
７
万
円
の
返
還
に
つ
い
て

中
村
　
日
出
代 

議
員

質
問
一　

こ
の
法
律
の
第
三

条
に
は
、
補
助
金
は
国
民
か

ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
・
そ
の

他
貴
重
な
財
源
で
ま
か
な
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特

に
注
意
し
、
公
正
か
つ
効
率

的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
法
律
違
反
は
、
仮

校
舎
を
建
設
し
て
交
付
金
を

申
請
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

す
で
に
建
て
て
あ
る
リ
ー
ス

物
件
に
申
請
し
交
付
金
を
受

領
し
て
い
た
の
で
、
会
計
検

査
院
か
ら
「
不
当
」
と
の
指

摘
を
受
け
、
交
付
金
の
返
還

を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

交
付
金
の
対
象
外
と
の
認

識
は
な
か
っ
た
の
か
。

答
弁　

交
付
金
の
対
象
と
し

て
認
識
し
て
い
た
。

質
問
二　

交
付
金
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
県
か

ら
５
回
に
わ
た
り

説
明
資
料
が
送

付
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
交

付
金
の
対
象
外
と

の
認
識
は
な
か

っ
た
の
か
。

答
弁　

交
付
金
の

対
象
と
し
て
認
識

し
て
い
た
。

質
問
三　

法
律

に
よ
る
と
補
助

金
の
返
還
を
命

じ
ら
れ
た
時
に
は
、
年
に

10
・
95
％
の
割
合
で
計
算
し

た
加
算
金
を
国
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

加
算
金
は
ど
れ
く
ら
い
の

金
額
に
な
る
の
か
。

答
弁　

３
，０
０
０
万
円
か
ら

４
，０
０
０
万
円
程
度
に
な

る
。

質
問
四　

返
還
金
は
合
計
で

８
，０
０
０
万
円
か
ら
９
，０

０
０
万
円
に
な
る
の
か
。

答
弁　

返
還
命
令
が
あ
れ
ば

そ
の
金
額
に
な
る
。

質
問
五　

多
額
の
税
金
を
国

に
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

市
長
の
責
任
は
。

答
弁　

不
正
な
手
段
、
不
正

な
申
請
が
あ
り
、
加
算
金
が

あ
っ
た
ら
誰
か
が
責
任
を
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も

し
れ
な
い
。

松
田
　
義
太 

議
員

質
問
一　

地
域
防
災
の
か
な

め
と
し
て
、
消
防
団
が
担
う

役
割
は
大
き
く
、
人
命
救
助

は
も
と
よ
り
、
復
興・復
旧
に

は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

　

現
在
の
消
防
団
の
定
数
及

び
、
い
つ
定
め
ら
れ
た
の
か

お
伺
い
す
る
。

答
弁　

昭
和
51
年
に
規
則
定

数
７
８
２
名
と
決
め
ら
れ
た
。

質
問
二　

当
時
と
は
社
会
環

境
（
特
に
人
口
減
少
等
）
に

変
化
が
あ
り
、
市
内
山
間
部

（
能
古
見
、
古
枝
、
七
浦
）

を
中
心
に
団
員
確
保
・
維
持

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
面
積
割
で
は
な
く
、

人
口
割
も
考
慮
し
た
定
数
見

直
し
を
検
討
し
て
も
ら
い
た

い
。

答
弁　

各
地
域
に
お
い
て
、

団
員
の
確
保
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
る
。

　

定
数
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
３
月
ま
で
に
素
案
を

作
成
し
、
来
年
度
、
消
防
団

本
部
役
員
会
と
の
検
討
を
重

ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

質
問
三　

団
員
確
保
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
広

報
、
地
域
（
区
長
）
と
の
連

携
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
は

企
業
・
事
業
所
等
へ
の
働
き

か
け
も
必
要
と
思
う
が
。

答
弁　

近
年
、
入
団
者
数
は

確
保
で
き
て
い
る
が
、
今
後

の
対
策
と
し
て
、
企
業
等
へ

の
お
願
い
も
検
討
し
て
い
き

た
い
。

質
問
一　

平
成
30
年
度
の
出

生
数
は
２
１
８
人
と
過
去
最

少
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
若
年
齢
層
の
転
出

等
、
鹿
島
市
の
人
口
減
少
は

本
格
化
し
て
お
り
、
令
和
元

年
10
月
現
在
２
万
８
，２
０
６

人
と
な
っ
て
い
る
。

　

昨
年
か
ら
高
校
２
年
生
を

対
象
と
し
た
企
業
説
明
会
、

小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
市

内
企
業
め
ぐ
り
ツ
ア
ー
等
、

ふ
る
さ
と
教
育
に
力
を
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

　

今
後
は
、
Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ

ー
ン
対
策
と
し
て
、
首
都
圏

で
も
市
内
企
業
の
説
明
会
等

実
施
も
検
討
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

答
弁　

今
後
、
市
の
取
り
組

み
も
強
化
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

　

地
方
創
生
も
第
2
期
に
入

る
の
で
、
都
市
部
で
の
企
業

説
明
会
も
含
め
、
様
々
な
施

策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

鹿
島
市
消
防
団

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

鹿
島
市
ま
ち・ひ
と・し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
に
つ
い
て

稲
富
　
雅
和 

議
員

質
問
一　

今
回
の
佐
賀
県
豪

雨
災
害
で
の
鹿
島
市
か
ら
の

武
雄
市
や
大
町
町
等
へ
の
支

援
の
状
況
に
つ
い
て
、
行
政

支
援
、
鹿
島
市
社
会
福
祉
協

議
会
か
ら
の
支
援
、
ま
た
、

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
支

援
な
ど
把
握
し
て
い
る
範
囲

で
状
況
を
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。

答
弁　

県
市
町
災
害
対
応
協

定
に
基
づ
い
て
支
援
を
し
た

物
資
と
し
て
食
料
、
水
、
土

の
う
袋
、
ス
コ
ッ
プ
、
鉄
杭
、

ト
ラ
ロ
ー
プ
を
提
供
。

　

人
的
支
援
は
、
武
雄
市
へ

煙
霧
消
毒
、
災
害
廃
棄
物
集

積
補
助
、
住
宅
応
急
修
理
受

付
事
務
を
行
い
、
大
町
町
に

は
保
健
師
に
よ
る
健
康
相
談

支
援
と
し
て
市
職
員
を
派
遣

し
た
。

　

市
消
防
団
は
災
害
廃
棄
物

集
積
補
助
、
社
協
に
は
武
雄
、

小
城
、
多
久
市
、
大
町
町
へ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の

運
営
補
助
の
対
応
。
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
、
ロ
ー
タ
リ
ー

ク
ラ
ブ
、
Ｊ
Ｃ
等
多
く
の
方

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し

て
も
ら
っ
た
。

質
問
二　

「
自
分
と
自
分
の

家
族
の
命
、
自
分
た
ち
の
住

ん
で
い
る
地
域
は
、
自
分
達

で
守
る
」
「
災
害
発
生
時
に

実
際
に
適
切
に
自
主
的
に
行

動
で
き
る
」
と
い
う
防
災
意

識
の
向
上
に
つ
い
て
市
と
し

て
ど
の
様
に
考
え
、
ど
の
様

に
対
応
し
て
い
く
の
か
。

答
弁　

個
人
単
位
の
備
蓄
品

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
の
で
、

市
と
し
て
周
知
し
て
い
る
の

が
、
食
料
、
水
、
薬
、
ラ
ジ

オ
、
歯
ブ
ラ
シ
。

　

他
に
ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ

ュ
や
ラ
ッ
プ
な
ど
の
周
知
も

行
っ
て
い
る
。

　

い
ざ
と
い
う
時
に
持
ち
出

せ
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
い

る
。

　

新
し
い
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

を
見
直
し
て
４
月
に
配
布
し
、

活
用
啓
発
に
努
め
る
。

　

災
害
時
の
避
難
啓
発
は
市

の
防
災
無
線
で
知
ら
せ
る
。

　

地
道
に
広
報
活
動
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。

　

自
主
防
災
組
織
と
の
連
携

の
中
で
啓
発
に
努
め
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え

直
し
た
。

　

早
め
の
行
動
、
ま
ず
は
自

分
の
命
を
守
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
事
を
啓
発
の
中
に

入
れ
て
い
き
た
い
。

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］
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総務建設環境委員会 審査報告【議案第73号】
空
き
家
対
策
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

いつ倒壊してもおかしくない空き家の状況

中
村
　
和
典 

議
員

質
問
一　

鹿
島
市
に
お
け
る

空
き
家
の
現
状
は
。

答
弁　

住
宅
総
数
１
万
１
２

０
戸
に
対
し
空
き
家
は
、
1
，

4
6
0
戸
で
空
き
家
比
率
は

14
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

質
問
二　

空
き
家
全
体
の
う

ち
危
険
空
き
家
も
含
め
た
管

理
不
良
の
空
き
家
は
ど
れ
く

ら
い
あ
る
の
か
。

答
弁　

以
前
調
査
を
し
た
と

き
は
81
軒
で
あ
っ
た
。

質
問
三　

市
役
所
に
相
談
が

あ
っ
た
空
き
家
や
庭
木
・
雑

草
等
に
関
す
る
相
談
件
数
と

そ
の
対
応
は
。

答
弁　

空
き
家
に
関
し
て
は

45
件
の
相
談
が
あ
り
、
19
件

は
解
決
し
た
。
庭
木
や
雑
草

に
関
し
て
は
、
11
件
の
相
談

が
あ
り
5
件
は
解
決
し
た
。

　

な
お
、
平
成
29
年
に
空
き

家
が
存
在
す
る
行
政
区
が
、

所
有
者
か
ら
解
体
の
手
続
き

依
頼
を
受
け
、
市
の
条
例
に

基
づ
く
補
助
金
に
よ
り
解
体

に
至
っ
た
ケ
ー
ス
も
１
件
あ

る
。

質
問
四　

鹿
島
市
の
空
き
家

バ
ン
ク
制
度
と
は
。

答
弁　

定
住
人
口
の
増
加
を

図
る
た
め
、
空
き
家
を
売
り

た
い
方
や
貸
し
た
い
方
に
登

録
を
し
て
も
ら
い
、
そ
の
情

報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
開
し
、
空
き
家
の
利
用
を

希
望
す
る
方
に
情
報
を
提
供

す
る
制
度
で
あ
る
。

質
問
五　

鹿
島
市
空
き
家
活

用
事
業
助
成
金
と
は
。

答
弁　

空
き
家
バ
ン
ク
登
録

住
宅
に
市
外
か
ら
入
居
さ
れ

る
方
へ
、
空
き
家
の
リ
フ
オ

ー
ム
助
成
金
と
し
て
上
限
50

万
円
を
交
付
し
て
い
る
。

質
問
六　

こ
の
二
つ
の
取
り

組
み
は
、
今
年
で
13
年
目
と

な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
績

と
成
果
は
。

答
弁　

空
き
家
バ
ン
ク
制
度

の
実
績
は
、
売
買
・
賃
貸
別

の
利
用
希
望
者
は
57
件
あ
り
、

そ
の
う
ち
契
約
ま
で
至
っ
た

も
の
が
38
件
あ
る
。

質
問
七　

空
き
家
活
用
事
業

助
成
金
の
実
績
は
。

答
弁　

こ
れ
ま
で
対
象
と
な

っ
た
件
数
は
24
件
で
、
総
事

業
費
は
４
，４
４
６
万
６
，０
０

０
円
で
、
こ
れ
に
対
し
市
か

ら
助
成
し
た
金
額
は
１
，１
２

０
万
３
，０
０
０
円
で
あ
る
。

質
問
八　

社
会
問
題
で
あ
る

空
き
家
対
策
の
今
後
は
。

答
弁　

空
き
家
対
策
を
担
当

す
る
市
の
窓
口
が
、
都
市
建

設
課
と
総
務
課
に
分
か
れ
て

い
る
の
で
、
今
後
組
織
の
見

直
し
と
空
き
家
対
策
の
強
化

に
向
け
て
、
庁
内
で
の
検
討

を
続
け
て
行
く
。

【
鹿
島
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
構
想

　
　
　
　
　
　
　（
鹿
島
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
構
想
）の
検
証
】

勝
屋
　
弘
貞 

議
員

質
問
一　

第
５
次
・
第
６
次

総
合
計
画
期
間
の
概
ね
10
年
、

進
む
べ
き
目
標
と
提
案
さ
れ

た
「
鹿
島
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

構
想
」
。
市
長
自
ら
の
査
定

は
。

答
弁　

市
長
２
年
の
経
験
を

下
地
に
市
民
・
職
員
・
議
会

に
一
定
の
ゴ
ー
ル
を
示
し
、

事
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

予
算
な
ど
色
々
な
制
約
が

あ
る
中
、
途
中
の
も
の
も
手

付
か
ず
の
も
の
も
あ
る
が
、

実
現
度
合
い
に
濃
淡
は
あ
る

も
の
の
、
方
針
は
間
違
っ
て

い
な
か
っ
た
。

　

想
定
外
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

消
費
税
U
P
、
大
災
害
等
）

の
事
も
あ
り
、
「
鹿
島
市
の

４
つ
の
壁
（
新
幹
線
問
題
、

沿
岸
・
４
９
８
号
線
と
い
っ

た
道
路
問
題
、
有
明
海
の
こ

と
問
題
、
合
併
特
例
債
が
な

い
）
」
の
具
体
的
な
解
決
の

め
ど
が
立
た
ず
、
思
っ
た
通

り
動
か
な
か
っ
た
。

　

一
番
の
難
儀
は
道
路
問
題

だ
が
、
現
在
、
国
・
県
と
の

縦
の
関
係
や
近
隣
市
町
や
期

成
会
等
の
横
の
関
係
は
、
と

も
に
良
好
だ
。

　

産
業
振
興
に
つ
い
て
は
ま

だ
ま
だ
手
を
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

安
全
対
策
の
ハ
ー
ド
面
で

は
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る

と
考
え
る
。

質
問
一　

今
後
の
計
画
は
。

答
弁　

市
内
交
通
事
業
者
・

商
工
観
光
団
体
・
九
州
大
学

か
ら
の
先
生
、
計
13
名
で
の

座
談
会
を
今
年
度
中
に
３
回

開
く
。

　

今
年
度
は
ど
の
よ
う
な
駅

に
し
た
い
の
か
意
見
を
交
換

し
、
来
年
度
に
は
検
討
委
員

会
を
立
ち
上
げ
全
体
構
想
に

着
手
す
る
。

　

令
和
３
年
度
に
め
ど
を
つ

け
、
長
崎
本
線
の
経
営
が
、

上
下
分
離
を
す
る
令
和
４
年

ま
で
に
は
構
想
を
作
る
予
定

だ
。

質
問
二　

商
工
会
議
所
か
ら

の
提
言
書
に
つ
い
て
。

答
弁　

立
場
あ
る
方
々
が
議

論
さ
れ
出
さ
れ
た
も
の
で
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

投
資
額
・
事
業
範
囲
を
明

確
に
さ
れ
て
あ
っ
た
ら
と
思

う
が
、
一
つ
の
提
案
と
し
て

議
論
す
る
。

　

鹿
島
の
顔
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
も
の
に
と
考
え
、
整
備

の
予
定
範
囲
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

人
が
集
う
場
所
と
し
て
柔
軟

に
検
討
す
る
。　
　
　

　

県
も
新
幹
線
問
題
が
収
束

す
れ
ば
、
長
崎
本
線
問
題
に

つ
い
て
お
の
ず
と
示
し
て
く

る
の
で
は
。

Ｊ
Ｒ
肥
前
鹿
島
駅

（
駅
舎
・
駅
前
広
場・
周
辺
）

の
整
備
に
つ
い
て

　令和元年１２月５日の本会議において、総務建設環境委員会に付託された議案第７３号鹿島市

会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について、１２月１０日に審査を行った。

　条例制定の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令和２

年４月１日から新たな一般職非常勤職員として会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、

会計年度任用職員の報酬その他の給付について必要な事項を定めるためである。

　地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するために臨時・非常勤職員が増

加しているが、任用・勤務条件に関する現行の制度は不明確であることから、統一的な制度として

会計年度任用職員制度が創設された。会計年度任用職員を任用するに当たって報酬等必要な事

項を条例で規定することにより、必要な人材を任用し、公務の能率的な運営を確保し、適切な住

民サービスの提供に努めていくものである。

　条例の第２条で会計年度任用職員に対して報酬及び期末手当を支給する旨を規定し、併せて

報酬の額は、月額、日額または時間額で定めると規定している。

　条例は、令和２年４月１日から施行する。

総務建設環境委員会 審査報告【議案第74号】

　令和元年１２月５日の本会議において、総務建設環境委員会に付託された議案第７４号鹿島都

市計画特別用途地区内の建築物の制限に関する条例の制定について、１２月１０日に審査を行っ

た。

　条例制定の理由は、市庁舎などの公共施設が集中する市役所一帯の公有地４．４ヘクタールに

ついて、今年度、用途地域を現在の第一種住居地域及び第二種住居地域から劇場・ホール等の建

築が可能な近隣商業地域に変更を行うに当たり、用途地域を補完して定める「特別用途地区（公

共公益施設地区）」を設定し、用途地域の変更によって周辺の住環境に大きな変化を生じないよ

う、同地区内での大規模な施設（床面積の合計が１万平方メートルを超える店舗等）の建築を制

限するためである。

　鹿島市役所周辺地区の用途地域は昭和４８年から住居地域であったが、今回の用途地域変更

により商業地域に変更となるため、周辺の住環境に大きな変化が生じないように、建築物の建築

に関する制限を条例で定めることによって住環境を保護することができる。

　条例は、公布の日から施行する。

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］
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総務建設環境委員会　行政視察報告

●１１月５日（火）和歌山県和歌山市　（人口３５万６千人、世帯数１５万６千）
　「不良空き家の除却に係る補助金事業について」
　和歌山市の空き家対策は、一定期間居住されなくなった空き家で、周辺環境に悪影響を与え防
災上の問題がある空き家を、所有者や相続人などが撤去する場合、費用の一部を補助する制度を
実施している。なお、補助金額は上限が６０万円で、撤去費用の３分の２までの補助率となっている。
　和歌山市では、老朽化した空き家の不良度合いの基準を設けて、危険度の高い空き家を対象に
補助事業を実施している。また、空き家を地域交流の拠点として活用する事業や、空き家の跡地を
活用するための事業として、大規模災害時に被害を最小限に抑える、避難場所となるポケットパー
ク等に整備する事業も行っている。
●１１月６日（水）奈良県奈良市　（人口３５万６千人、世帯数１６万３千）
　「奈良町屋保存事業について」
　奈良市は、社寺仏閣や奈良公園、平城京跡地など、伝統行事や伝統産業の歴史的文化遺産を有
する国際的な文化観光都市として発展している。
　こうした文化遺産を適正に保存・活用して、新たな魅力を創造するための施設整備や事業を奈良
市は実施しており、旧町屋の保存・活用をするための改修に対する補助金を交付している。
　町屋の特徴である、限られた土地に多くの人が暮らすための工夫と、歴史の中で蓄積された住
居の知恵は人々の興味を引き、観光客の誘致に大いに貢献するものと考えられる。
●１１月６日（水）滋賀県彦根市　（人口１１万３千人、世帯数４万８千）
　「予約型乗り合いタクシー（愛のりタクシー）について」
　彦根市は、琵琶湖の湖東圏域（１市４町）の中心として、
平成２２年に「湖東圏域公共交通活性化協議会」を立ち
上げ、１５万６千人が暮らす地域の住民が、日常の移動
（通院や買い物）に必要な「予約型乗り合いタクシー」
（愛のりタクシー）を運行している。
　運賃は、１乗車４００円と８００円の２段階制で、乗車路
線や運行ダイヤが決められている。運行ダイヤに関して
は、住民の意見を参考にしながら利便性が高まるように工夫している。また、乗合率の向上を図る
ため、複数人でタクシー利用する場合、運賃割引する「ふく割」を実施している。
●１１月７日（木）山口県岩国市　（人口１３万２千人、世帯数６万４千）
　「岩国市民会館改修事業について」
　昭和５４年３月に築造された岩国市民会館は、平成３０
年１１月に改修工事を終えたばかりで、その施設と建物
を視察した。改修事業費は３１憶４千万円で、その内訳は
国庫補助金が２１憶３千万円、合併に関する特例債９億７
千万円、岩国市の一般財源は約４千３００万円との説明
であった。
　今回の視察では、改修後の施設管理や運営方法、駐車場や駐輪場の確保、舞台設備などについ
て研修を受けたので、今後の鹿島市の新市民会館建設の参考としたい。
　　　総務建設環境委員会
　　　　　　　委員長　稲富 雅和　　　　副委員長　樋口 作二
　　　　　　　委　員　池田 廣志　　伊東　茂　　徳村 博紀　　松尾 征子　　松田 義太

文教厚生産業委員会　行政視察報告

●１０月２３日（水）石川県小松市　（人口１０万８千人、世帯数４万４千）
　「子育て支援の取り組みについて」
　小松市は歌舞伎「勧進帳」の舞台、安宅の関跡があり、子ども歌舞伎が盛んである。
子育て支援に関する小松市民からの意見として「医療費が１８歳以下は無料化されていて良かっ
た。」「子育ての悩みや相談を、すこやかセンターで実施していて、情報提供や相談・助言などが充
実している。」などが寄せられている。
　小松市独自の事業として、平成１８年度から全国初の、マイ保育園地域子育て支援拠点化推進
事業を実施して、費用の２分の１を石川県が補助して残りの２分の１を市が負担している。
　内容としては、マイ保育園の子育て支援コーディネーターが支援プランを作成し、小松市が任命
した２１名の子育て支援総合アドバイザーが、支援プラン作成に関する助言指導や「子育て支援チ
ーム」の編成をしている。平成３０年度の事業費は１１５万円、６４０件のプランを作成している。
●１０月２４日（木）福井県鯖江市　（人口６万９千人、世帯数２万４千）
　「元気さばえ食育推進プランと地産地消の取り組みについて」
　鯖江市がある福井県は、「食育」という理念を提唱した明治の軍医、石塚左玄の出身地である。
　鯖江市の農業は主に稲作、ブロッコリーやミディトマト、さばえ菜花、吉川ナス等の栽培が盛んで
あり、農林水産大臣賞を受賞した「元気さばえ食育推進会議（平成２３年７月結成）」や市役所の組
織横断型の「健康のまちづくり推進チーム」が食育に関
する活動をリードしている。
　地元の伝統工芸品である越前漆器を学校給食の食器
として導入し、郷土の魅力について子ども達に伝える事
業を実施。また、伝統的な食文化の継承や食事マナーの
指導、「和食給食」の推進や、高校生の食育活動としての
「高校生カフェ」などの取り組みを実施し、産学官民の連
携を取りながら地産地消を推進している。
●１０月２５日（金）福井県あわら市　（人口２万８千人、世帯数１万３百）
　「子ども・子育て支援事業の取り組みについて」
　あわら市では、女性の就業率が高く、退勤時間が遅い
方も多いとの説明を市から受けた。そうした背景から、
国・県それぞれから３分の１の補助が出る「時間延長保育
事業」を実施して、延べで２,８００人の利用実績があり、
事業費は３４７万円だった。
　平成３１年２月にあわら市が実施した子育て支援に関
するアンケート調査では、市の取り組みに対して「満足・
やや満足」４７％、「普通」３４％、「不満・やや不満」１５％
との回答結果が出ていた。放課後子どもクラブ事業は、市が直接運営を行い、平成３０年度決算額
で約３千万円の事業費で、一般財源の占める比率は１７．９％、約７７０万円を支出している。

　　　文教厚生産業委員会
　　　　　委員長　中村 一尭　　副委員長　杉原 元博
　　　　　委　員　中村 日出代　中村 和典　勝屋 弘貞　松尾 勝利　福井　正　⻆田 一美

令和元年１１月５日（火）～７日（木）令和元年１０月２３日（水）～２５日（金）

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］
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まちづくり対策特別委員会　行政視察報告有明海沿岸道路の整備促進を求める意見書

一般国道498号（鹿島･武雄間）の早期整備を求める要望書

意見書　第２号
　佐賀県鹿島市、太良町、長崎県諫早市間の有明海沿岸地域は、医療・福祉などの生活基盤の向上や観光ルートの
開発、さらには産業活動を支える基本的な機能を強化するために、広域的な高速交通網の整備が必要不可欠なもの
となっています。
　特に、自動車への依存度が高い当市においては、都市間をつなぐ広域・高速交通施設である九州横断自動車道や
九州佐賀国際空港までのアクセス道路から、日常生活に身近な生活道路まで、バランスのとれた交通ネットワークを
整備することが重要かつ喫緊の課題となっており、地域の自立・地方創生という観点からも「広域高速交通ネットワー
クの形成」が強く求められています。
　一方、当市にとって道路とともに重要な広域交通網である鉄道については、令和４年度の九州新幹線西九州ルー
ト開業に伴い、肥前鹿島駅に停車する長崎本線特急列車の大幅な減便が予定されており、当駅を利用する市民や近
隣市町の住民、観光客の足に多大な影響を及ぼすことが懸念されることから、幹線道路網の整備が急務となってい
ます。
　こうした中、現在、整備が進められている有明海沿岸地域の環状高速交通ネットワークにおいては、佐賀県鹿島市
から長崎県諫早市までの区間が空白区間となっているため、近年、増加・激甚化する自然災害や、原子力災害の事故
等に備えた避難路、さらには救急医療にも対応できる「命の道」としての災害に強い道路ネットワークが弱く、広域的
な交流・物流ネットワークなど平常時・災害時を問わない安定的な人の交流や物流が難しい状況にあります。
　よって、これらの諸問題を解決し、地域住民の安全・安心な暮らしを支えるとともに、当市を含む周辺地域の一体的
な発展のため、有明海沿岸道路の整備促進について、以下のとおり強く要望します。

１　有明海沿岸道路（福富鹿島道路）の早急な工事着手、早期完成をお願いします。

２　佐賀県鹿島市から長崎県諫早市までの区間について、広域幹線道路としての位置付けを明確にするとともに、
　地域高規格道路・重要物流道路としての路線指定及び、有明海沿岸道路や島原道路等と一体となった広域道路
　ネットワークの整備をお願いします。　　
３　有明海沿岸道路の整備促進、かつ長期安定的に道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するとと
　もに、令和２年度道路関係予算は、要求額の満額確保をお願いします。

　令和元年１２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　佐賀県鹿島市議会

　一般国道４９８号の整備につきましては、かねてより格別のご高配とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、鹿島市にとりまして本国道は、沿線の嬉野市、武雄市、伊万里市の産業物流拠点や観光資源をつなぐ重
要な幹線道路として、さらには長崎自動車道武雄北方ＩＣへのアクセス道路として、佐賀県南西部地域の骨格と
なる道路であります。
　そのような中、佐賀県総合計画２０１９および佐賀県中長期道路整備計画において、広域的な幹線道路ネッ
トワーク形成のため走行性の高い道路として、重点路線のひとつに位置づけられています。また、近年、増加・激甚
化する自然災害や、玄海原子力発電所における原子力災害に対応できる「命の道」としての役割も期待されてい
ます。さらに、鹿島市としても令和４年度の九州新幹線西九州ルートの開業予定による長崎本線の特急減便にか
わる広域高速交通網の確保の面から、早期整備を期待しております。
　しかし、起点の鹿島市から武雄市間におきましては、現在、路線決定さ
えなされていない状態であり、特に鹿島市側の路線につきましては、市
民の広域高速交通網の確保だけではなく、市のまちづくり計画や市道と
の接続計画に深く関係するため、早期に決定していただくことで市の各
種計画との相乗効果が更に高まるものと思われます。
　つきましては、鹿島市民の声や道路の実情を充分にご賢察いただ
き、下記の項目について、特段のご理解とご支援を賜りますよう、ご要
望申し上げます。
１　鹿島市から武雄市までの安全で走行性の高い道路として、鹿島市
　側の路線を早期に、併せて武雄市までの　路線を決定していただきたい。　　
２　鹿島市から武雄市までの安全で走行性の高い道路は、既存道路との交差部を立体交差で検討し、安全性と
　定時性を確保した時間短縮効果の高い道路として計画していただきたい。

　令和元年１２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島市議会
佐賀県知事 山口　祥義　様

［令和元年12月議会号］ ［令和元年12月議会号］

●11月13日（水）　大分県日田市　「日田駅前広場整備事業について」
　変化する社会への対応、経年劣化、施設の老朽化、広場内の利用形態に即した整備の必要性を鑑み、
デザインコンセプトを『地域素材で創りだす「日田らしさ」を現す空間づくり～シンプルで快適な機能整
備～』とし、①交通機能の強化・集約化・効率化、②日田の玄関口となるための場の構築、③駅舎を中心と
した周辺施設との連続性を方針に掲げ、平成27年度より整備を開始。令和元年4月利用開始。総事業
費は約5.1億円。
　空き店舗の活用として、学生の就職支援・学生と企業、地域住民の交流の場である「しごとカフェ　フ
ラッグ」や廃業旅館をリノベーションしたレンタルスペース「WAKATAKE」を民間で運営し、プロポー
ザル方式により、広場の活用及び改修中である駅の２階ゲストハウス及びカフェバー（１１月オープン予
定）の運営をまかせている。
　　　
●11月14日（木）　宮崎県延岡市
　「延岡駅周辺整備事業について」
　駅舎建築費用は約3億円。市民が集う誇れる空間をつくる
ために、検討会議やワークショップ・シンポジウムを数多く開催
し、市民が主役の、市民活動のステージ・街のリビングとして
の、ユニバーサルデザインに配慮した安全・安心な駅づくりに
取り組まれていた。
　『駅前複合施設「エンクロス」』は待合スペース、情報発信ス
ペース、市民活動スペース、キッチンスペース、キッズスペー
ス、トイレ、カフェ、書店、地域特産品販売等の施設があり、運営は指定管理者に任されていた。

●11月14日（木）　大分県竹田市　
　「城下町交流拠点施設・歴史文化交流センターについて」
　九州の中央に位置する竹田市。滝廉太郎の「荒城の月」で有名な岡城の城下町として、古くから政治・
経済・文化・交通の要衝として発展。その歴史を生かしたまちづくりに取り組んでおられた。昭和５６年建
設の歴史記念館が経年劣化のところに、先の熊本地震で被災し、市民の意見を多く取り入れた「歴史文
化交流センター」の建設を決定し、令和２年４月のオープン予定で工事が進んでいた。
　「竹田市歴史的風致維持向上計画」を策定し「歴史的景観まちづくり」のエリアを市全体とし、コンパ
クトにまとまった、歴史的建物が多く残る旧城下町である中心市街地を重点区域として、良好な環境（歴
史的風致）を維持・向上させ、後世への継承を目的として整備に取り組むとの説明であった。

●11月15日（金）　熊本県菊池郡大津町　「企業誘致の取り組みについて」
　昭和５１年に「本田技研工業（株）熊本製作所」の操業開始をきっかけとして、昭和５０年には約１８，
０00人であった人口が、令和元年には約３５，０００人となっている。多くの自治体が世帯数・人口の減少
に苦慮する中、ともに増加している有数の街である。
　企業誘致の優遇施策として「用地取得補助金」、「施設整備
補助金」、「雇用促進補助金」、「町税優遇制度」、「大津町工場
設置奨励条例」を整備されている。企業城下町としての発展を
望まず、近隣市町と協力して企業を分散しており、一極集中の
デメリットを緩和。阿蘇山ふもとの広々とした台地が広がり、工
業団地としての用地開発がやりやすいという地の利を生かし
て大きく発展を遂げている。

　　　　　まちづくり対策特別委員会
　　　　　　　　　委員長　勝屋 弘貞　　副委員長　杉原 元博
　　　　　　　　　委　員　稲富 雅和　　伊東　茂　　徳村 博紀　　松田 義太（オブザーバー）

令和元年１１月１３日（水）～１５日（金）
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